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公共施設等総合管理計画について 

 

(１）公共施設等総合管理計画の策定の背景 

  蒲郡市は、学校や公民館、文化施設など、様々な公共施設が整備されていま

す。これらの施設はモーターボート競走事業会計からの繰入金が潤沢だった

昭和５０年代までに整備されたものが多くあります。そのため、近い将来、一

定期間に大規模改修や建て替えが集中することが見込まれます。 

  また、道路・橋りょう、水道・下水道施設などのインフラについても、同様

にモーターボート競走事業会計からの繰入金により整備を進めました。この

ため、インフラを安全に管理するためには、公共施設同様に、維持管理・修繕・

更新費用の増加が見込まれます。 

  一方で、人口減少、少子高齢化による世代構成の変化は更に進み、社会が公

共施設に求めるニーズは大きく変化していくことが想定されます。このよう

な状況の中で、将来の財政状況や社会情勢を考慮して、公共施設やインフラを

本来あるべき姿へ再編していく必要があります。 

  本市は、学校や公民館などの建物について、先行して公共施設マネジメント

事業を進め、平成２６年度に「公共施設白書」、平成２７年度に「公共施設マ

ネジメント基本方針」また、平成２８年度には、「公共施設マネジメント実施

計画」を策定しております。なお、「公共施設白書」については、令和２年度

に見直しを行っており、「公共施設マネジメント実施計画」については、令和

３年度に見直しを行います。 

  このような市独自の取り組みを進めてきた中で、平成２５年度に国から「イ

ンフラ長寿命化基本計画」が公表され、平成２６年度には総務省から、この基

本計画に基づく、公共施設の老朽化対策に関する「公共施設等総合管理計画」

の策定要請があり、本市としても平成２８年度に「蒲郡市公共施設等総合管理

計画」を策定し、本市が保有する建物系施設の老朽化対策に加え、インフラ・

プラント系施設の老朽化対策の今後の総合的な管理指針を策定しました。 

  その後、国において、本計画については、不断の見直しを実施し、順次充実

させていくことが示され、令和３年度中に個別施設計画を踏まえた本計画の

見直しをするよう、各地方自治体に要請されています。 

これを受け、本市においても、計画の一部を改訂するものです。 

 

(２）公共施設等総合管理計画の目的 

  公共施設等総合管理計画は、今後、厳しい財政状況が続く中で、本格的な人

口減少、少子高齢化時代の到来を見据え、施設を適正な規模にしながらも、社

会の変化や新たなニーズに対応するため、公共施設等の全体の状況を把握し、
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長期的な視点をもって、維持管理・修繕・更新・長寿命化などを計画的に行う

ことを目的とした計画です。 

 

(３）計画期間 

  平成２９年度から令和２８年度までの３０年間 

 

(４）公共施設等総合管理計画の位置づけ 

  本計画は、国が平成２５年１１月に策定した「インフラ長寿命化基本計画」

に基づき、平成２６年４月に地方公共団体に対し策定を要請した市町村版の

「インフラ長寿命化基本計画（行動計画）」に該当するものです。 

また、本計画は、公共施設マネジメント実施計画をはじめ、各施設の維持管

理・修繕・改修・更新等を具体的に実施する個別施設計画との整合を図りなが

ら、公共施設等の総合管理の取組を進めます。 

 

図表 1-1 公共施設等総合管理計画の位置づけ 
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(５) 対象とする公共施設等 

  本計画では、普通会計の建物系施設、道路、橋りょう、公園などのインフラ

系施設、公営事業会計に属する上下水道及び一部事務組合に属する施設など

を含む、全ての施設を対象とし、総称して「公共施設等」とします。 

 

第１章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

 

１ 市の概況 

 本市は本州のほぼ中心に位置し、渥美半島と知多半島に囲まれた温暖な気候

の海辺の街です。温暖な気候を生かしたフルーツ栽培がさかんで、特にハウスミ

カンは日本有数の出荷量を誇ります。昭和２９年に三谷町・蒲郡町・塩津村が合

併し、市制が施行されました。昭和３０年に大塚村の大字相楽・大字大塚地区、

昭和３７年に形原町、昭和３８年に西浦町が合併し、現在に至っています(各市

町村･地区の呼称は合併当時のもの)。 

 海辺のテーマパーク、温泉地、モーターボート競走場を有する本市には、観光

や娯楽を目的に市外より多くの方が訪れます。平成２６年３月には、国道２３号

蒲郡バイパスが蒲郡インターチェンジまで開通し、西三河地域や名古屋圏との

相互交通の利便性が向上しました。また、平成２７年３月には蒲郡ふ頭に大型船

舶の接岸に対応した水深１１ｍ岸壁の一部供用が開始されました。これらによ

り、本市の観光や地場産業のさらなる発展が期待されています。 

 古くからの漁師まちや、繊維工業で栄えたまちを起源としており、限られた平

地部に集中して市街地が形成されています。また東海道本線、名鉄蒲郡線などの

公共交通も充実しており、コンパクトな都市となっています。 
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図表 1-2 蒲郡市の概況 

人口（令和２年国勢調査） 79,538 人 

世帯数（令和２年国勢調査） 30,970 世帯 

財政力指数（令和２年度） 0.869 

歳入総額（普通会計）（令和２年度決算） 462.9 億円 

歳出総額（普通会計）（令和２年度決算） 425.4 億円 

 

２ 建築物の保有状況（普通会計） 

 令和元年度末現在、本市の普通会計施設は、総施設数２５６、延床面積２９７,

５１３㎡となっています。 

用途別延床面積の内訳を見ると、学校教育施設が１４１，１４２㎡で全体の４

７．４％を占めており、学校教育施設だけで普通会計施設全体の半数近くの床面

積を占めています。次に多いのは、公営住宅施設が２４,３８４㎡で全体の８．

２％、公民館等施設が２２,１４６㎡で全体の７．４％となっています。 

図表 1-3 建築物の保有状況（普通会計）          

 
 

 
出典：蒲郡市公共施設白書 
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図表 1-4 施設用途別の建物延床面積の内訳（普通会計） 

 

 

 

普通会計施設の築年別整備状況を見ると、昭和４４年度までに建設された建

物が２２．６％、昭和４５年度から昭和５４年度に建設された建物が３６．９％、

を占め、築４０年以上の建物が全体の５９．５％を占めています。 

昭和４０年以上の建物が高い割合を占める背景には、この時期に学校教育施

設（小・中学校）の建物が多く建設されてきたこと、昭和４８年度に公民館等施

設である市民会館が建設されたことが挙げられます。学校教育施設については、 

７３．８％が築４０年を超えています。 

築３０年以上の建物は、全体の７３．１％を占めており、これらの建物は、今

後、老朽化による大規模修繕や建替えにより多くのコストがかかることが想定

されます。また公営事業会計施設については、平成以降、市民病院、ボートレー

ス場が建替えを完了しています。 

 

 

 

出典：蒲郡市公共施設白書 
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図表 1-5 築年別整備状況（延床面積）（普通会計施設） 

  

 

 

 

３ インフラ系施設の保有状況（普通会計） 

 令和２年度末現在、本市の普通会計インフラ系施設は、下表のとおりとなって

います。 

 

図表 1-6 インフラ系施設の保有状況（普通会計） 

                       (令和 3 年 3 月 31 日現在) 

分類 施設数等 

道路 一般道路 路線数 5,400 路線 

延長 749,693 ｍ   

面積 4,164,162 ㎡   

農道 路線数    36 路線 

延長 9,439 ｍ  

林道 路線数   24 路線 

延長 28,654 ｍ  

観光道路（遊歩道

含む） 

路線数   33 路線 

延長 13,305 ｍ  

橋りょう 橋りょう 

 

橋りょう数 308 橋   

延長 2,157 ｍ  

面積 14,438 ㎡ 

出典：蒲郡市公共施設白書 
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分類 施設数等 

橋りょう 跨線橋 跨線橋数     5 橋 

横断歩道 横断歩道数     4 橋 

その他道路施設 道路照明灯 灯数 1,055 基   

道路反射鏡 反射鏡数 1,475 基   

公園 都市公園・その他

公園 

箇所数 40 箇所 

面積 272,500 ㎡   

児童遊園地等 箇所数 72 箇所 

面積 37,814 ㎡   

河川 準用河川 河川数 18 河川 

延長 19,464 ｍ  

普通河川 河川数 35 河川 

延長 30,611 ｍ  

樋門 箇所数 9 箇所 

港湾 地方港湾 箇所数 1 箇所 

農業土木施設 ため池 箇所数 58 箇所 

 

 

４ 建築物の保有状況（公営事業会計） 

令和元年度末現在、本市の公営事業会計施設は、総施設数２４、延床面積９

０,２７８㎡となっています。 

 

図表 1-7 建築物の保有状況（公営事業会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：蒲郡市公共施設白書 
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図表 1-8 施設用途別の建物延床面積の内訳（公営事業会計） 

 

 

 

 

 

 

図表 1-9 築年別整備状況（延床面積）（公営事業会計施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：蒲郡市公共施設白書 

出典：蒲郡市公共施設白書 
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５ インフラ系施設の保有状況（公営事業会計） 

 令和２年度末現在、本市の公営事業会計インフラ系施設は、下表のとおりとな

っています。 

 

図表 1-10 インフラ系施設の保有状況（公営事業会計） 

                       (令和 3 年 3 月 31 日現在) 

分類 施設数等 

上水道施設 上水道管路 管路延長 584,670 ｍ   

配水池 箇所数 14 箇所 26 池   

ポンプ場 箇所数 8 箇所 

下水道施設 下水道管路 管路延長 455,698 ｍ  

ポンプ場 箇所数 3 箇所 

浄化センター 延床面積 7,818.61 ㎡  

 

６ 過去における対策の実績（過去５年間） 

 公共施設等の譲渡、取り壊しなど、施設マネジメントに関する主な取り組み状

況は下記のとおりです。 

 

図表 1-11 過去における対策の実績(過去 5 年間) 

対 策 内 容 

譲 渡 ■みどり保育園を民間へ無償譲渡[平成２９年度] 

■鹿島こども園を民間へ無償譲渡[平成２９年度] 

除 却 ■旧豊橋土木事務所第四詰所解体工事[平成２９年度] 

■宮成水防倉庫解体工事[平成３０年度] 

■旧看護専門学校解体工事[令和元年度] 

■三河大島海の家解体工事[令和元年度] 

■市民プール解体工事[令和元年度] 

■南部市民センター解体工事[令和２年度] 

■大塚デイサービスセンター解体工事[令和２年度] 

■西部防災センター解体工事[令和３年度] 

■塩津北保育園園舎解体工事[令和３年度] 

廃 止 ■西郷池（ため池）の廃止[平成２９年度] 

■門田児童遊園地の廃止[令和２年度] 
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７ 施設保有量の推移（普通会計） 

 施設の多くを占める建築物の保有量の推移については、下記のとおりです。 

 

図表 1-12 建築物施設保有量の推移 

年 度 延床面積（㎡） 

平成２５年度 ３２８,５８７㎡ 

令和 元年度 ２９７,５１３㎡ 

 

８ 有形固定資産減価償却率の推移 

 統一的な基準による公会計の整備（平成２８年度決算～）により、有形固定資

産減価償却率として指標を求めることができます。 

 下表から本市の有形固定資産減価償却率は６０％を超えており、資産全体の

半分以上について老朽化が進んでいることになり、今後の施設等の更新・長寿命

化対策等に留意する必要があると考えられます。 

 

図表 1-13 有形固定資産減価償却率の推移（単位：％）                

年度 一般会計等 

平成 28 年度 61.5 

平成 29 年度 62.9 

平成 30 年度 64.2 

令和元年度 64.6 
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９ 人口の現況と課題 

蒲郡市は、１９５４年（昭和２９年）の市制施行後、１９６３年（昭和３８年）

までの３度の合併に伴い、この間の人口は増加してきました。１９８５年（昭和

６０年）時点で８５,５８０人まで増加し、その後、８２,０００人台まで減少、

２０００年（平成１２年）以降は概ね横ばいで推移しています。 

国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の将来推計では、

２０４０年（平成５２年）には６６,０００人台まで減少することが予測されて

います。 

 

図表 1-14 蒲郡市の総人口の推移と将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：蒲郡市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン 
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なお、本市は、地方創生に係る取り組みを推進していくことにより、合計特殊

出生率の上昇、定住人口の増加を図り、２０６０年（平成７２年）時点の目標人

口を６１,０００人と定めました。この場合、年少人口（０歳から１４歳）比率

は１４．１％、生産年齢人口（１５歳から６４歳）比率は５３．０％、老年人口

（６５歳以上）比率は３２．９％となる見通しです。 

図表 1-15 蒲郡市の総人口の将来見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-16 蒲郡市の年齢３階層別人口の将来見通し（市目標） 

 

＜実数＞              ＜比率＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：蒲郡市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン 

15～64歳人口【市目標】65歳以上人口【市目標】

出典：蒲郡市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン 

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

蒲郡市目標値 82,249 80,973 79,179 77,005 74,635 72,250 69,865 67,600 65,398 63,166 60,961 

社人研推計値 82,249 80,929 78,876 76,266 73,329 70,212 66,959 63,695 60,362 56,853 53,293 
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１０ 財政の現況と課題 

（１）歳入の推移（普通会計） 

   平成２８年度から令和２年度にかけて、歳入総額は大幅に増加していま

す。令和元年度においては、老朽化した公共施設等の更新に備え、モーター

ボート競走事業収益基金の創設に伴い、モーターボート競走事業会計より

利益剰余金を雑入として受入れしたことによる増加、また、小中学校普通教

室に空調設備を設置したことによる市債も大幅に増加しています。 

   また令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、特

別定額給付金給付事業費による国庫支出金の増加が挙げられます。 

   また自主財源の柱となる市税については、ほぼ横ばいですが、今後予想さ

れる少子化による生産年齢人口の減少及び新型コロナウイルス感染症の影

響による景気の落ち込みなどにより、市税の減収が見込まれ、財源不足が生

じると想定しています。 

 

図表 1-17 歳入状況（普通会計） 

 
 

（２）歳出の推移（普通会計） 

   平成２８年度から令和２年度にかけて、歳出総額は大幅に増加していま

す。令和元年度においては、普通建設事業費が大幅に増加しており、小中学

校普通教室に空調設備を設置したことによるものです。 

また令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症にかかる事業が増

加となっています。 

また扶助費についても国の保育無償化の影響による給付費や障害福祉サ
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ービスの増加が大きな要因となっています。扶助費について年々増加傾向に

あり、少子高齢化が進むことを踏まえると、今後さらに増加傾向が続くと想

定しています。 

 

図表 1-18 歳出状況（普通会計） 

 

 

１１ 公共施設の更新等に係る中長期的な経費の見込み 

（１）公共施設等に係る維持や整備に係る経費 
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（整備や改修のための工事費や修繕費、工事のための設計業務委託料等）

については、次の表のとおりです。 

    公共施設等に係る経費の平成２６年度から令和元年度までの６カ年平
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図表 1-19 公共施設等に係る維持や整備に係る経費の実績（普通会計） 

 

                                                 （単位：千円） 

年度 公共施設等に係

る経費 

うち建物 うちインフラ等 

平成２６年度 1,338,878 738,048 600,830 

平成２７年度 1,812,269 1,034,558 777,711 

平成２８年度 1,634,914 981,529 653,385 

平成２９年度 1,783,825 978,420 805,405 

平成３０年度 1,615,762 836,778 778,984 

令和 元年度 3,722,614 2,474,565 1,248,049 

平均(６カ年) 1,984,710 1,173,983 810,727 

 

（２）１０年間（令和３～１２年度）の公共施設等の維持管理・更新等に係る経

費の見込み（普通会計） 

   公共施設の維持管理・更新等に関する中長期の経費の見込みについて、個

別施設計画の対策効果を反映した更新等経費を算出します。 

   普通会計建築物については、令和２年度末に策定した各施設の個別施設

計画のデータを活用します。 

   普通会計のインフラ施設については、令和２年度末に策定済の各施設の

個別施設計画のデータを活用し、未策定の施設については、近況の予算額に

基づく平均額を１年あたりの費用と仮定します。 

   詳細は次の表のとおりです。 
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第２章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

 

公共施設等を管理していくための基本方針 

 前述から公共施設等の現状と維持管理・更新等に係る経費負担において示し

たように今後、公共施設等の維持管理・更新等には多額の費用が必要となること

が見込まれます。現状や課題に関する基本認識を踏まえ、本市の公共施設等総合

管理計画の基本方針を以下のとおり設定します。 

 

１ 現状の課題に関する基本認識 

（１）数量の適正性 

  公共施設等については、人口減少に伴い全体として利用需要の減少が見込

まれるとともに、少子高齢化の進行に伴う人口割合の変化により、公共施設等

の種別の変化があると考えられます。 

  人口が減少している中で、公共施設等の数量は人口に比較して過多な状況

が続くことが考えられることから、適正な施設総量を精査する必要がありま

す。 

（２）品質の適正性 

  公共施設白書より公共用建築物のうち築３０年以上経過しているものが７

割以上あり、今後、これらの建物の品質を適正に保つには、大規模修繕や更新

による建替えが必要となります。 

（３）コストの適正性 

  義務的経費において、少子高齢化の影響による扶助費の増加が見込まれる

中、今後多くの老朽化した公共施設等の大規模修繕や更新等が必要になりま

す。 

  

２ 基本方針 

（１）施設の安全性の確保 

ア 建築基準法の定期点検などの各種法令に基づく点検を適正に実施しま

す。 

  イ 点検・診断等により危険性が認められた公共施設等については、安全の 

確保を図ります。 

  ウ 安全の確保については、災害拠点かどうか、多数の市民の利用がある施 

設であるかどうかなどの視点から、優先度を検討します。 

エ 保有する施設について耐震性が不足する場合は、状況に応じた計画的な

耐震化を進めていきます。 

オ 老朽化等により、供用廃止され、かつ今後も利用、効用等の低い公共施
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設等については、取り壊しを行い、安全の確保を図ります。 

カ 公共施設は災害時には、避難所など防災拠点施設として重要な機能を果

たし、地震や風水害などの自然災害に対応するため、施設の機能や運用に

ついて検討します。 

 

（２）適正な施設規模への見直し、合理化 

ア 少子高齢化や人口減少、外国人住民の増加など人口動態やＩＣＴ活用な

ど、社会環境の変化の状況を踏まえ、サービス量に合った施設総量を精査

します。 

イ 公共施設等の大規模修繕や更新等に当たっては、今後の利用需要などそ

の必要性を検討した上で、施設の複合化や統配合の視点を持ちながら、必

要なサービス量を確保しつつ、持続可能で最適な規模となるように検討を

進めて行きます。 

ウ 普通会計の建物系施設については、施設の機能再編に向けて、集約化・

複合化を推進します。今後も、順次、地区個別計画を策定し、それに基づ

く基本計画書から地区単位で集約化・複合化を推進します。 

  エ 総量縮減は、投資的費用の有効活用の一つの手段であると捉え、既存の 

 公共施設等の状態に捉われず、単純な面積縮減とすることなく、行政サー 

ビスとして必要な水準や機能などを意識して検討します。 

オ 公共施設等の必要性を十分に精査し、将来コストを見据えた保有量に  

抑えます。 

カ 当該サービスが公共施設等を維持しなければ提供できないか、民間に 

より代替できないかなど、公共施設等とサービスの関係について十分に留

意します。 

 

（３）維持管理・修繕・更新とコストの縮減、平準化 

  ア 施設の重要度や劣化状況に応じて長期的な視点で優先順位をつけて、計 

画的に改修・更新します。 

  イ  今後も維持していく公共施設等については、個別施設計画を基本に修繕 

大規模改修等を行うことにより、長寿命化を図ります。 

 ウ 事後保全的な維持管理から、予防保全的な維持管理を図ります。  

 エ 建物系施設の耐用年数到来年度を把握し、更新の時期を検討します。 

 

（４）管理に関する情報の共有体制の構築 

  ア 全庁的に固定資産台帳のワークシートを活用し、各所管課が固定資産

を把握し、資産データに基づくマネジメントを進めます。 
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イ 固定資産台帳の整備で受けられる財務諸表を活用し、資産の適切な管

理を目指します。 

ウ 職員全体の地方公会計における理解度を上げていくため、職員研修にて

地方公会計の役割や必要性について理解、促進に努めていきます。 

 

（５）財源の確保 

維持管理を行っていくための財源を捻出するため、受益者負担の適正化を 

図って行います。また、未利用地については、売却や貸付などによる活用を図

っていきます。 

 

３ 施設保有総量に関する数値目標 

（１）普通会計の建物系施設については、公共施設マネジメント実施計画によ

り、目標を設定しています。 

（２）インフラ施設については、計画的に施設の点検や修繕の実施により、適切

な維持管理を図ります。 

また、著しく老朽化が進んだ施設、利用者が減少した施設など、状況をし

っかり把握し、安全・安心を確保する点から順次廃止及び撤去も検討して

いきます。 

 

４ ユニバーサルデザイン化の推進方針 

 公共施設等の改修や更新等を行う際には、障がいのある方、妊婦や子ども連れ

の方、高齢者の方等、誰もが安全・安心で快適に利用できるよう、バリアフリー

に対応した計画及び設計とし、公共施設等の質を向上させるため、ユニバーサル

デザイン化を推進します。 

 

 

５ 取組体制 

 本計画の推進を図るためには、横断的に情報を共有し、連携する必要があるこ

とから、今後、全庁的な体制づくりを構築して取り組んでいきます。 

 

６ ＰＤＣＡサイクルの推進 

 本計画は、関連する計画の見直しに併せて、定期的な見直しを実施します。ま

た、今後市民のニーズや社会経済情勢の変化に応じて、適宜見直しを行います。

また、個別施設計画におけるＰＤＣＡサイクルによる進捗状況の結果、本計画の

見直しが必要な場合には、適宜見直しを実施します。 
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第３章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

 

【普通会計】 

１ 建物系施設 

（１）現状と課題 

   公共施設マネジメント実施計画に記載。 

（２）基本方針 

   公共施設マネジメント実施計画に記載。 

 

２ 道路・橋りょう等インフラ施設 

（１）現状と課題 

道路・橋りょう等のインフラ施設については、全てを補修、更新し、常時

新設時と同じ状態に維持することは、事業費及び事業量の観点から困難な状

況です。 

 今後とも、現場を確認し、管理状況を十分に把握し、計画的に維持修繕を

実施する必要があります。 

（２）基本方針 

道路・橋りょうは、定期的に安全点検を実施し、優先順位を付けて計画的

な維持管理を行うため、道路・橋りょうは、令和２年度に策定した「舗装個

別施設計画」、「橋りょう個別施設計画」を基に、計画的な予防保全型の維持

管理を図ります。 

公園は、令和２年度に策定した「公園長寿命化計画」を基に、計画的に遊

具等の更新を行っていきます。 

河川は、河川内の堆積土砂等を撤去することで、豪雨や台風による浸水対

策を行っています。 

港湾は、令和２年度に策定した「倉舞港長寿命化計画」を基に、計画的に

修繕等を行っていきます。 

農道、林道、観光道路、児童遊園地、農業土木施設（ため池、水路、土地

改良区）については、現場を確認の上、優先順位をつけ、維持補修、管理を

実施しています。 

 

【企業会計】 

３ 上水道施設 

（１）現状と課題 

上水道施設は、昭和５０年代以降に整備された設備及び管路の老朽化が 

進み、更新時期を迎えています。更新と併せ、設備及び管路の耐震化を図 
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り、地震発生後も安定的に安全な水道水を提供できるよう整備する必要があ

ります。 

（２）基本方針 

   水道は市民生活に直結する重要なインフラであり、水道水を安定的に供 

給しなければなりません。コスト縮減及び有収率向上対策による経営効率化 

を進めるとともに、計画的に更新・耐震化を実施します。更新事業は、国・ 

県の補助事業の活用を図りながら進めます。また、耐用年数と共に重要供給 

施設への管路を優先する更新計画に基づき、事業量を平準化します。 

 

４ 下水道施設 

（１）現状と課題 

公共下水道は、昭和４５年度の都市計画決定及び公共下水道事業の認可 

取得により事業を開始し、令和２年度末における下水道処理人口普及率 

は６６．５％です。 

また、人口減少等による財政状況の悪化の中で、下水道施設は耐用年数 

を迎え、急速に老朽化が進むことが見込まれることから、維持管理・改築 

に対する投資需要が下水道経営に甚大な影響を及ぼすことが考えられます。 

下水道浄化センターは、長寿命化支援制度の支援を受け、老朽化した施 

設の改修更新を行い、国庫補助金を活用して施設の耐震化、高潮対策を進 

めます。 

（２）基本方針 

公共下水道は、まずは早期既成のため、工法の低コスト化の検討と整備 

区域の優先度の検討、基準及び発注計画等の見直しも検討し、更なるコス 

トの縮減に努めます。その後は、ストックマネジメント計画を策定し、老朽 

化対策として進めている人孔点検調査等の実施を強化します。すべての維持 

管理事業に対し、補助金等が活用できるかを確認し、適切な維持管理に努め 

ます。 

   下水道浄化センター及び各ポンプ場を含む下水道施設は、新たにストッ 

クマネジメント計画を策定し、ストックマネジメント支援制度等の財政支援 

を受けながら事業を進めます。同施設の管理は、包括管理委託業務を引き続 

き導入し、民間の創意、知識や経験を活用し、維持管理コストの縮減に努め 

ます。また、下水処理から発生する汚泥や処理水は、再生資源としての可能 

性を有しており、これを発電燃料、施設内用水として利用し、維持管理コス 

トの縮減に努めます。今後も先進技術等の導入により、下水処理から発生す 

る更なる再生資源を活用します。 
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５ 市民病院施設 

（１）現状と課題 

市民病院は、東三河南部医療圏の中核病院として、市内及び周辺地域の 

皆さんを含め約１２万人の二次医療をカバーしています。 

少子高齢化の進行や大規模化する災害への対応等、予測される医療課題

の解決のために当院に求められる役割は変化し続けていきます。将来に渡り、

地域での責任を果たすため、医療機能の維持・強化を図っていきます。 

（２）基本方針 

愛知県東三河南部医療圏の中核病院として、蒲郡市及び周辺地域の住民

を含め約１２万人の二次医療を担う施設です。今後も当院が地域のために最

善の医療を提供し続けるため、新棟の建設を進め、既存施設については適切

な維持管理を行い、長期的視野で必要な施設改修・改善を計画的に行ってい

きます。 

 

６ ボートレース施設 

（１）現状と課題 

新スタンドのオープンによりファンエリアは大幅にリニューアルされま

したが、６年が経過し経年劣化が現れている部分については定期点検及び早

期修繕を実施し、施設の適切な維持管理を進めます。一方、競技部施設及び

周辺施設については老朽化が著しいため、建て替えや改修を迫られています。

長期にわたりレースの開催を中止することはできないため、計画的な対応が

必要です。 

（２）基本方針 

レース開催を継続しながら、施設全体の適正な維持管理・修繕・更新等を

計画的に進めます。ファンエリアについては、水回り及び使用頻度の高い設

備又は破損等の点検を実施し、清潔かつ安全な施設の維持管理に努めます。

また、予防措置の観点より、耐用年数の経過する設備を中心に、優先度の高

い施設から順次計画的な設備更新を進めます。 

 

【一部事務組合】 

７ 一部事務組合施設（蒲郡市幸田町衛生組合） 

（１）現状と課題 

し尿処理施設である清幸園衛生処理場については、下水道排除方式への 

改造により、施設の簡素化や維持管理コストの縮減を図ることができてい 

ますが、基幹設備については、老朽化も進んできており、定期的な点検、 

適切な維持管理を行っていく必要があります。 
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また、斎場（セレモニーホールとぼね）は、平成２８年７月に竣工した 

新しい施設でありますが、今後の火葬需要を見据えた施設の維持管理が必 

要です。 

（２）基本方針 

清幸園衛生処理場及びセレモニーホールとぼねについては、適正な維持 

管理を行うことにより安定した施設運営を継続するとともに、基幹的設備 

機器の計画的な修繕を図るなど、予防保全的な取り組みを進め、施設の長 

寿命化に努めます。 
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